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館林市パブリックコメント募集結果報告書 

           

募 集 案 件 館林市第八次行政改革大綱（案） 

募 集 期 間 令和８年１月５日 ～ 令和８年１月３０日 

募

集

結

果 

提 出 者 数 ２人 

意 見 数 １０件 

提出方法内訳 郵  送  ０件・ＦＡＸ  ０件・メール  ０件・直  接  １０件 

市の対応状況 ①反 映 さ せ た 意 見 数：  ２件 

②反映させられなかった意見数：  ８件 

意見等の概要と市の考え方 

整理番号 意見等の概要 市の考え方 

１ 「館林市第七次行政改革大綱推進計画」

における「公民連携の推進」及び「ごみの

減量化」については継続案件であると考え

る。 

本大綱に基づき別途策定する「館林市第

八次行政改革大綱推進計画」に関連する取

組を掲げ、引き続き取り組んでまいりま

す。 

２ 「国スポ開催までにごみの減量化を成

し遂げる」など期限を決め、市民の行動変

容促進に取り組んではいかがか。 

今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

３ 「職員負担の増加」を示すデータは、時

間外勤務（総時間）の推移だけでは不十分

ではないか。 

本大綱におきましては、「全体として負

担が増加傾向にある」ということを表す代

表的な指標として「時間外勤務（総時間）

の推移」掲載いたしました。 

ご意見を踏まえ、「職員負担が増加して

いる」ことをより分かりやすくするため、

文章中に増加の要因を記載いたします。 

４ 市における会議時間（合計）を集計して

みて、会議時間の縮減を目指してはいかが

今後の取組の参考とさせていただきま

す。 



か。 

５ 会議時間の縮減などによって生み出さ

れた時間を使って市内に出向き、課題や問

題点を職員自ら探すことにより、市民満足

度の向上に繋がると考える。 

今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

６ 「ぽんちゃん Payプレミアムキャンペ

ーン」は、スマートフォンを保有していな

い高齢者等への配慮（カード販売も行うな

ど）も必要ではないか。 

ご指摘のとおり、当該事業はスマートフ

ォンをお持ちであることが購入要件とな

るものですが、国の交付金を活用している

ことから、年度内に速やかに波及効果を生

み出すことが最重要であると判断し、アプ

リ販売のみとさせていただきました。 

また、令和５年度に当該事業を初めて実

施した際にはカード販売も併せて行いま

したが、以降は利用者が増加したことなど

から、アプリ販売のみの対応となっており

ます。今後につきましては、ご意見を参考

にしながら検討させていただきます。 

７ 「ＰＦＩ」及び「サウンディング」には

注釈を付すべきである。 

ご指摘の語句に注釈を追加いたします。 

８ 市民センターは築年数がかなり経過し

ているため、建築的価値を考慮して「保存」

を前提としつつ、民間企業への売却や貸出

を行うなどＰＦＩの推進につなげてはい

かがか。 

市民センターにおける官民連携の取組

につきましては、令和５年度から「トライ

アル・サウンディング（民間提案制度）」

により民間事業者などから施設の活用可

能性や課題などについて意見を伺う事業

を実施しております。 

民間への売却や貸付を行うことなども

選択肢の１つとして今後の取組の参考と

させていただきます。 

９ 本市の人口が２００５年をピークに増 市の事業につきましては、市の最上位計



加傾向から減少に転じている一方で、市の

取組は従前と変わらないように感じる。十

分な評価・検証がなされているのか疑問で

ある。 

画である「総合計画」に基づき、毎年度「実

施計画書」を定め、ＰＤＣＡサイクルによ

り評価と見直しを繰り返しながら実施し

ております。 

１０ 土地区画整理事業について、第七次行政改

革大綱推進計画として定め、適切に評価す

べきであったと考える。また、以前は土地

所有者向けに進捗状況を知らせていたと

記憶しているが、現在は進捗状況の周知が

なされていない。 

土地区画整理事業につきましては、第七

次行政改革大綱推進計画には定めており

ませんが、市の最上位計画である「総合計

画」に基づき「実施計画書」を毎年度定め、

ＰＤＣＡサイクルにより評価と見直しを

繰り返しながら実施しております。 

また、事業の進捗状況につきましては、イ

ンターネットが普及したことなどから、現

在は市のホームページにおいて公表して

おります。 

素案修正概要 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

－ 第１章の「２ 本市を取り巻く課

題」における「⑶ 社会の変化に

伴う職員負担の増加」の文章中

に、職員負担の増加の要因につい

て追記 

多くの方により分かりやす

い大綱の内容とするため 

－ 第１章の「１ 本大綱の構成」に

おける「本大綱の体系図」中の「Ｐ

ＦＩ」及び「サウンディング」と

いう語句に注釈を追加 

多くの方により分かりやす

い大綱の内容とするため 

問い合わせ：実施担当課名 企画課 

       電 話 番 号 ０２７６－４７－５１０２（直通） 

       ＦＡＸ番号 ０２７６－７２－３２９７ 

       Ｅ－ｍａｉｌ kikaku@city.tatebayashi.gunma.jp 

 


